
 

障害者総合福祉推進事業実施要綱 

 

 （平成２５年５月１５日制定） 

 

１ 事業目的 

  障害者総合福祉推進事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」（平成１７年法律第１２３号）を踏まえ、障害者施策全般にわたり引き続

き解決すべき課題や新たに生じた課題について、現地調査等による実態の把握や試行的

取組等を通じた提言を得ることを目的とする。 

 

２ 補助対象事業 

  別紙指定課題について実態把握、検討等を行う事業を公募するとともに、応募のあ

った事業のうち４に定める評価検討会による審査を経て採択されたものに対し、別に

定めるところより補助するものとする。 

 

３ 補助対象事業の実施主体 

（１）都道府県及び市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。） 

（２）社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人その他の法人 

 

４ 評価検討会 

  指定課題の内容の検討、応募のあった事業に対する補助の採否についての評価及び

採択した各事業の実施状況についての総合的な評価は、外部有識者等による障害者総

合福祉推進事業評価検討会において行う。 

 

５ 応募方法 

  補助を希望する者は、別に定めるところにより、書面により応募するものとする。 

 

６ 補助金交付の対象経費 

  補助の対象となる経費の範囲等については、別に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

指定課題番号 指 定 課 題 名 

１ 障害者及び障害児の移動の支援の在り方に関する調査について 

２ 意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児に対する支援の在り方に関する調査について 

３ 同行援護に関する実態把握と課題について 

４ 常時介護を要する障害者等の支援体制について 

５ 就労系福祉サービスに関する実態把握と課題に関する全体的調査について 

６ 意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関する基礎的調査研究について 

７ 基幹相談支援センターの実態と在り方について 

８ 障害者の地域生活支援のためのニーズ把握とサービス提供体制の検討について 

９ 強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について 

１０ 生活介護に関する実態把握と課題について 

１１ 就労移行支援事業所における発達障害者・精神障害者の就労支援プログラム実施時における課題検討について 

１２ 相談支援に係る業務実態調査について 

１３ 障害児通所支援の今後の在り方に関する調査研究について 

１４ 障害児入所支援の今後の在り方に関する調査研究について 

１５ 精神病床に入院している難治性患者の地域移行の推進に向けた支援の在り方に関する実態調査について 

１６ 統合失調症患者への入院早期からの多職種による地域移行支援の標準化に関する調査について 

１７ 精神科診療所における地域生活支援の実態に関する全国調査について 

１８ 地域の事業所等を中心とした精神障害者の地域生活支援に関する調査について 

１９ 精神障害者の意思決定の助言・支援を担う人材の養成及び実施について 

２０ 障害者及び障害児の文化芸術活動の支援に関する調査について 

２１ 障害者及び障害児のスポーツ活動の支援に関する調査について 

２２ 補装具費支給制度の適切な理解と運用に向けた研修の在り方等に関する調査について 

２３ 
青年期・成人期発達障害者の医療分野の支援・治療についての現状把握と発達障害を対象としたデイケア（シ

ョートケア）のブログラム開発について 

２４ 家族支援体制整備事業の検証と家族支援の今後の方向性について 

別紙 


